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今日の定例研究会では「自治体電力の現状と

課題」と題してお話しさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

（１）前提となる下知識 

まず最初に、これからのお話の前提となる下知

識を 2 つ確認させてください。 
電力事業には大きく分けて「発電」「送配電」「電

気小売り」という３つの事業があります。日本の

場合、これまで中部電力㈱や東京電力㈱などの地

域独占の「9 電力」がこれら３つの事業をすべて

行ってきたのですが、外国の例をみてもわかるよ

うに、それぞれの事業は別会社で行うことの方が

普通なのかもしれません。さて、「自治体電力」と

いった場合、その本質は、「発電会社」なのでしょ

うか？「送配電会社」なのでしょうか？「電気小

売り会社」なのでしょうか？――よく「発電会社」

と間違われますが、実は自治体電力の本質は「電

気小売り会社」です。自治体電力の中には発電施

設を所有・運営している会社が多くあるのは事実

ですが、電気小売りをしていない会社は自治体電

力とはいいません。この点、下知識としてとても

重要ですので、誤解のないようにしてください。 

 
 2 つ目の下知識ですが、最近、自治体電力だけ

でなく、「新電力」「地域電力」という言葉もよく

耳にします。これらはどういう関係にあるのでし

ょうか？――2016 年の「電力自由化」により新た

に電力小売業に参入した会社を「新電力」と呼ば

れています。新電力は 2021 年 4 月 21 日現在で

716 社あり、全国各地で電力を販売しています。

先日ネットで少し調べてみましたら、静岡県内の

一般家庭が選択・契約することができる新電力は

実に 160 社もありました。中部電力㈱や東京電力

㈱としか選択・契約できなかった時代から、様変

わりです。さて、新電力のうち 1 割程度は「電力

の地産地消」、つまり自分が本拠地を置く地域の

電源から電気を調達し、これを地域で販売してい

ます。こういう電気小売り会社を「地域電力」と

呼びます。「電力の地産地消」というと何か公共的

な活動と思われがちですが、電気の調達と販売を

する地域が限定されているというだけで、純粋な

営利企業も地域電力に含まれますので気を付け

てください。 

 
さてさて、今回のお話で本命の「自治体電力」

というのは、地域電力のうちで自治体が出資等で

経営に参画ないしは関与している電気小売り会

社のことです。自治体がほぼ経営しているものか

ら控えめな出資者の一人というところまであり

ますが、収益を活用して地域課題に取り組むとい

うような公共的な目的を掲げていることも特徴

 
 
 
 

 
 

 
2021 年 5 月 17 日に開催された第 10 回定例研究会の報告要旨です。 
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です。2020 年 2 月には 40 社ほどありましたが、

現時点では 50 社近くになっていると思います。 

 
 
（２）自治体電力の設立目的 

稲垣憲治さんと小川祐貴さんという方が大阪

大学大学院国際公共政策研究科の紀要『国際公

共経済研究』（第 31 号，2020 年）に「自治体新

電力の現状と課題～アンケート調査及び地域付

加価値創造分析を通して～」という論文を発表

されています。またそのエッセンスが、「自治体

新電力の地域経済付加価値と今後の可能性～40
自治体新電力調査結果などから～」と題してネ

ットにも掲載されています

（https://www.econ.kyoto-
u.ac.jp/renewable_energy/stage2/pbfile/m00028
5/pbf20201218132725.pdf）。この論文はとても

参考になりましたので、これを主な手掛かりと

して、これから「自治体電力」の概要（一般

朗）についてお話したいと思います。 

先ほど自治体電力は全国で 40 社くらいあると

いいましたが、いちばん早く設立されたのは

2013 年に群馬県中之条町で設立された(一社)中
之条電力です。静岡県内には、2020 年 10 月に

設立された「かけがわ報徳パワー㈱」を入れて

自治体電力が３社あります。͡この内、一番最初

に設立されて話題になったのが「㈱浜松新電

力」ですね。この時まだ「新電力」という言葉

が聞きなれなかったので、浜松市が電力会社を

つくった！とビックリしました。ただ資本金

6000 万円のうち浜松市の出資割合は 8％、自治

体電力平均よりかなり低いです。知らない人も

多いのですが、翌年に磐田市に「スマートエナ

ジー磐田㈱」が設立されました。磐田市の出資

割合は 5%ですが、資本金は 1 億円。自治体電力

としては最高レベルです、そして最近話題にな

ったのは「かけがわ報徳パワー㈱」。出資金

2990 万円のうち掛川市の出資比率は約 30％の

1000 万円。自治体電力としては平均的です。 
さて、自治体電力に対するみなさんの興味関

心が高い理由は、普通の電力会社とは違うミッ

ション、目的を持っていると期待されるからで

しょうか。この図はどういう理由で自治体電力

が設立されたのかを複数回答形式で調査した

2018 年に発表された研究結果ですが、最も回答

が多かった設立趣旨は「エネルギーの地産地消

4



 

につながるから」でした。先にお話ししたよう

に「エネルギーの地産地消」だけなら営利企業

の地域電力でも担えるわけですから、これがな

ぜ自治体電力設立理由のトップなのかは慎重に

評価しなければなりません。「地産地消」に何か

公共的な意味合いを込めているのでしょうか。

設立趣旨で 2 番目に多かったは「地域の活性化

につながるから」です。「地域の活性化」の意味

内容は実に多様でしょうが、それらの根拠は

「支払い電気代の地域外流出を止められる、地

域内循環が促されるから」ということにあるか

と思います。その後、3 番目は「地域内の雇用を

増やすことにつながる」、4 番目は「公共施設の

電気料金の低減につながる」、5 番目は「災害な

どのリスク対応の強化につながる」等々と続き

ます。 
 
（３）自治体電力への自治体の出資割合 

自治体の自治体電力への出資割合について、

先ほど紹介した 40 自治体ではこの図のようにな

ります。自治体、地域というのを区市町村レベ

ルで定義した場合と都道府県レベルで定義した

場合で、「自治体による出資」、「地域企業（NPO
も含む）による出資」、「地域外企業による出

資」と分けるとこんな感じです。資本金で見る

と 300 万円から 1 億円、平均値はだいたい 3000
万円くらい、中央値で見ると 1500 万円くらい。

この内、自治体出資の割合は 1％から 90％くら

いまでバラバラです。平均値も中央値も 40%く

らいです。地域の出資割合でみると、これは自

治体と地域企業の出資割合ですが、市町村レベ

ルで見ると平均で 54％、都道府県で見ると平均

で 62％になります。地域外（県域外）の企業の

割合は平均で 38%です。つまり、自治体電力の

平均的な出資割合は、自治体が 3 分の 1、地域内

企業が 3 分の 1、地域企業外企業が 3 分の 1 と

なります。自治体電力といっても自治体の出資

割合がそれほど高いわけではなく、株主議決権

の 2 分の 1 を持っているわけではありません。 

 
 
（４）自治体電力の電気調達先と電気供給

先 

地域電力の部分集合である自治体電力は、す

べて地域から電気を調達しているのだろうと思

いがちですが、40 の自治体電力のうち地域の再

生可能エネルギー電源（再エネ電源）は FIT 電

源（国の固定価格買取制度により買い取ってい
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る電源）を含めても平均 36%。20％ずつ区分し

た 5 区分では 20％未満の自治体電力が最も多く

なっています。なんと 0％も 5 社もあります。地

域の再エネ電源からの調達が 50％未満というの

では、「地産」とはイメージが異なりますよね。 
地域の再エネ電源から調達しない電気の大半

は、地域外電源からの調達になります。地域外

電源はいろいろな電源がミックスされたものに

なることが多いですが、日本の現状からいえば

CO₂排出につながる電源がほとんどです。その

結果どうなるかというと、電力の CO₂排出係数

（1kWh 発電・送配電するために排出される CO
₂の量）が高くなります。CO₂排出係数を公表し

てない自治体電力も多いので 23 社しかわからな

いのですが、自治体電力 23 社平均では CO₂排出

係数は 470 g/kWh になります。ちなみに中部電

力は 452 g/kWh、東京電力は 468 g/kWh です。

ですので、平均な自治体電力の CO₂排出係数

は、大手電力会社より高いのです。実は先ほど

紹介した自治体電力の設立趣旨の 7 番目は「温

室効果ガスの排出削減につながるから」でした

が、現時点での事実としては、自治体電力の活

動は一般的には CO₂排出削減につながっている

とはいいがたいです。 
CO₂排出係数をさげるためには再生可能エネ

ルギー電源から電力を調達しなければなりませ

ん。でもその割合は現状では 3 分の 1 くらいで

す。ちなみに FIT 電源は CO₂排出ゼロとは計算

できないことになっています。FIT 電源からの

電気は国の制度で買い取ったもので、買い取り

費用は賦課金というかたちで電力消費者が薄く

広く負担することになっています。つまり、自

治体電力が負担しているわけではないのです。

ですから、FIT 電源の場合の CO₂排出係数は全

国平均値を使うというルールになっています。

だからいくら FIT 電源が増えても、自治体電力

の CO₂排出係数は下がらないです。下げるには

地域の再エネ電源から電気をもっと多く買い付

けるか、その量が十分でないなら、自分で再エ

ネ電源を開発する必要があります。 

さて、「地産地消」ですから、電気を売る先も

見ておきましょう。自治体の供給電力に占める

公共施設の割合は 80％以上が最も多いです。平

均 69％になります。14 社は 90％以上が公共施

設、つまり自治体そのものに売っています。そ

の際、「競争入札」が行われることはほぼなく

「随意契約」がほとんどです。つまり、自治体

が優遇価格で買い取っています。一方、家庭も

含めた民間施設への販売量はまだまだ少ないの

が現状です。そもそも自治体電力は日本全体の

販売電力量の 0.1％程度のシェアしかありません

ので（年々少しずつ上昇していますが）、民間に

販売する余裕がないのも当然かもしれません。 

 
 
（５）自治体電力の経営状況 

「地域の活性化」や「地域内の雇用を増や

す」が自治体電力の設立趣旨の上位にランクさ

れていることは先に確認したとおりです。しか

し、現状は自治体電力の多くは企業規模が小さ

くて新たな雇用は生み出していません。常勤従

業員 0 人というのと 1～5 人がほとんどを占めま

す。電力小売り業の中核的な業務は「需給管理

業務」と「料金請求収集業務」ですが、これら

を地域外の他社へ業務委託しているのがほとん

どです。これは地元でそれを担える主体がない

からという理由もあるでしょうが、中核業務を

地域外の企業に委託していては地元での雇用が

生まれないのは当然でしょう。 
一方、中核業務を外注していて自治体電力の

経営は大丈夫かというと、供給先の多くが公共

施設で、自治体が「随意契約」「優遇価格」で買

ってくれますので、ほとんどの自治体電力は

「黒字」です。でもそれは、タコが自分の足を
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食べてお腹を満たしているようなもので、健全

な経営のあり方とは思えません。 

 
 
（６）自治体電力の現状のまとめ 

ここで、先の自治体電力の設立趣旨と対照す

る形で今までの話をまとめますと、自治体電力

全体の現状は、①自治体電力が地域の再エネ電

源から電気を調達している割合は 3 分の 1 に過

ぎず、地消の方もほとんどは公共施設に（いわ

ば自分に）売っている割合が多い。ですので、

エネルギーの地産地消につながっているとはい

いがたいです。②地域の活性化や地域の雇用を

増やすことにつながるかでいえば、現状ではほ

とんど結びついていません。それどころか中核

業務の地域外企業への委託が進んでおり、その

意味でやはり電気代の地域外流出は止められて

いません。③では、公共施設の電気料金の低減

につながっているかといえば、自治体が自治体

電力と結ぶ「随意契約」では電気料金が「一般

競争入札」より割高なことがほとんどです。こ

れは主に自治体電力の経営を安定させるためで

しょうが、結果としては公共施設の電気料金は

上昇してしまいます。これについては、奈良県

生駒市というところで、自治体電力の「いこま

市民パワー㈱」から市が随意契約で買っている

電気の価格が高すぎるといって住民監査請求が

起こったことがあります。請求は棄却され、「割

高の部分はエネルギーの地産地消や地域の活性

化のための行政コストだ」という監査委員の方

の意見だったそうです。ただ、いこま市民パワ

ー㈱は約 9 割の電気を大阪ガス㈱から調達して

いますので、その説明で生駒市民の方々が納得

したかどうか。 
さて、自治体電力の設立趣旨の 5 番目に「災

害などのリスク対応の強化につながるから」と

いう項目がありますが、これには大きな誤解が

あります。ここでの「リスク」というのは電気

の場合は「大規模停電」のことを指すと思うの

ですが、「大規模停電」は電気の送配電網の寸

断・トラブルによって起こります。自治体電力

が送配電網を維持管理しているわけではありま
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せんので、たとえ自治体電力から電気を買って

いたとしても、停電リスクが低減することはあ

りません。 
設立趣旨の 7 番目に「温室効果ガスの排出削

減につながるから」というものもありますが、

現状では自治体電力が供給する電気が「低炭

素」とはいえないことは先に指摘した通りで

す。 
以上総じて、自治体電力は、その設立趣旨の

ほとんどをまだまだ果たせていないのが現状で

す。現時点では、自治体電力にバラ色のイメー

ジを持たない方がよさそうです。 
 
（７）自治体電力の課題 

自治体電力がその設立趣旨を果たしていくた

めの課題、つまりこれからチャレンジしていか

なければならないことをいくつか指摘したいと

思います。 
まず最初に、地域の再エネ電源からの電気調

達を飛躍的に増やすこと。これには支払い電気

代が地域外へ流出するのを減らすという意味

と、CO₂排出につながらない電気を供給すると

いう意味があります。現在は 3 分の 1 くらいで

すが、これを飛躍的に増やすためには、自治体

電力が地域の再エネ電源の開発主体や投資主体

となることが考えられます。でもそのためには

「資金」が必要です。 
「資金」を調達するためには事業規模の拡大

が必須です。現在は安定需要先、つまり公共施

設を主な販売先としていて、一方、そこへの電

力供給は自治体が運営・参画しているごみ発電

施設（清掃工場）や太陽光発電施設から調達し

て、足りない分は地域外電源に依存するという

ことで、「縮小均衡」で事業規模を決定している

傾向があります。そこから思い切って踏み出

し、脱却しなければいけません。 
また、事業規模の拡大とともに、これまで地

域外の企業に外部委託していた中核業務である

需給管理業務や料金請求収集業務を内製化、自

前化、地域化しなければいけません。また同時

に、地域内主体の出資割合を引き上げなければ

なりません。そうでないと、自治体電力の粗利

益の多くの部分は地域外に流失してしまい、事

業拡大の「資金」を確保できず、地域の活性化

や雇用増大にもつながりません。先に紹介した

稲垣さんらの論文に「地域付加価値創造分析」

の結果が掲載されています。それによれば、地

域出資割合が 53％、地域従業員が 0 人、需給管

理業務や料金請求収集業務は地域外の企業に委

託しているという一般的な自治体電力と、地域
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出資が 100％で、3 人の地域在住職員を雇用し、

需給管理業務や料金請求収集業務を地域企業が

担っている「日置地域エネルギー㈱」（鹿児島県

日置市）を比較した場合、「地域の稼ぎ」（地域

内企業純利益+地域内従業員可処分所得+市税収

入）は前者より後者の方が約 3 倍多いという試

算結果になっています。 

最後に、上記のすべてのことを遂行するため

に自治体電力の「経営能力の強化」が絶対に必

要です。残念ながら、自治体電力をめぐる経営

環境は今後厳しくなることが予想されます。「容

量市場の導入」「FIT から FIP(市場連動型)への

移行」「系統接続ルールの変更」「複雑化・不安

定化する JPEX 市場」「インバランス制度」。ど

れも耳慣れないものばかりですが、これらみな
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自治体電力には追い風とはいえず、それらに対

処するためには正確な知識と豊富な経験と経営

能力（とくに戦略構築力、電気調達・販売両面

での営業力, 人材育成力, 地域信頼性）が必要で

す。自治体電力間での需給調整協力、知識やノ

ウハウの共有、志あるコンサルタント企業との

パートナーシップも大事です。そしれそれらを

理解し、経営を企画・推進する優秀な経営者・

経営陣が必要です。その獲得に失敗した自治体

電力は、事業規模の拡大どころか、今後どんど

ん衰退していくと思います。 
 
（８）静岡県内の自治体電力について 

さて、以上まではいわば「自治体電力の一般

論」でしたが、それを踏まえて次に、冒頭で少

し紹介した県内の 3 つの自治体電力の現状につ

いて見ていくことにしましょう。 
 
① 浜松新電力 

まず「㈱浜松新電力」の設立趣旨を見てみま

すと、「再生可能エネルギーの地産地消」はいい

として、「市民への節電・環境意識の醸成」を掲

げているのは特徴的です。こういう普及啓発的

な趣旨を掲げているのは、新電力の中でも浜松

新電力くらいではないでしょうか。他に掲げら

れものがなかったのかもしれませんが。資本金

は 6000 万円。うち筆頭株主の NTT アノードエ

ナジー㈱が 25％。この会社は NTT ファシリテ

ィーズ㈱から改称した会社で、電気関係も含め

ていろいろな施設・設備などをリースしていま

す。同じく筆頭株主の NEC キャピタルソリュー

ション㈱も同じような事業内容の会社です。こ

れら 2 社で合わせて 50％の株式を保有してお

り、浜松市は 8％,にすぎません。あとは地域企

業の 2 社が 8％ずつということです。取締役社長

は NTT アノードエナジー㈱の平形さんという

方。本社は浜松商工会議所の中にあります。㈱

浜松新電力の電気調達先ははっきりしていて、

浜松市の清掃工場 2 か所のバイオマス発電が

40％、提携している市内の太陽光発電か 38％と

なっています。地産地消率はたいへん高いです

し、CO₂排出係数は 370 g/kWh とかなり低いで

す。電気供給先は公共施設が主ですが、最近は

民間施設への販売も始めたということです。た

だし、誰でも自由に㈱浜松新電力から電気を購

入できるかというと、現状ではそうではないみ

たいですが。ホームページを見ると「常勤従業

員 2 名募集」という記事が掲載されていまし

た。この 4 月より出資会社からの出向者に代わ

り㈱浜松新電力として独自に 2 名の従業員が雇

用されたそうです。これは大きく評価すべきと

思います。電力の販売先のほとんどが随意契約
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での公共施設ですから、財務状況はよく、2019
年度の純利益は 6500 万円 (前年度比+16%)、利

益剰余金は 1 億 8300 万円 (+56%)となっていま

す。この利益剰余金を今後どのように活用して

いくのかが問題でしょう。事業としては、蓄創

省エネ支援相談事業や太陽光保守相談事業とい

う非営利と思われる事業も行っています。これ

が設立趣旨の「市民への節電・環境意識の醸

成」にあたるものでしょうか。 
 
② スマートエナジー磐田 

次に「スマートエナジー磐田㈱」について見

てみますが、磐田市の自治体電力については初

耳だという人がほとんどだと思います。東名高

速道路の遠州豊田パーキンエリアと遠州豊田ス

マートインターチェンジができたときに、市の

事業として周辺に商工業団地の「磐田ららシテ

ィ」が整備されました。そのときに進出企業に

エネルギーを地産地消できる環境を提供しよう

と磐田市産業部主導でスマートエナジー磐田㈱

が設立されました。その際、磐田市は JFE エン

ジニアリング㈱というコンサルタント会社に合

弁企業の設立を働きかけたようです。逆に会社

側の方が市側に働きかけたのかもしれません

が。出資金は 1 億円ですが、そのうち JFE エン

ジニアリング㈱が 94%、磐田市が 5%、浜松磐田

信用金庫が 1％を出資しています。JFE エンジ

ニアリング㈱のホームページを見るとスマート

エナジー磐田㈱は同社の「子会社」に位置付け

られています。磐田市は実質的には経営に参画

していないと思います。ですから「本当に自治

体電力なの？」と思いたくなるのですが、磐田

市主導で設立されたということで自治体電力の

一つに位置付けられているのでしょう。電気調

達先は市内沿岸部の風力発電 2 サイト・6 機、自

社のガスエンジン発電施設、JFE エンジニアリ

ング㈱の子会社のアーバンエナジー㈱です。現

状では地元風力発電からの調達が多いらしく、

CO₂排出係数は 346 g/kWh と、㈱浜松新電力よ

りさらに低いです。電気供給先は商業団地企業

の他は、磐田市役所、磐田市温水プール、アミ

ューズ豊田の公共施設です。すべて高圧での供

給なので、その点からも一般の家庭や事業所へ

の供給は考えていないようです。ホームページ

を見ましたら、「2019 年 3 月よりヤマハスタジ

アムに地産地消 CO₂フリー電力を供給し始めま

した」という記事が掲載されていました。自前

の従業員はいなくて団地内の JFE エンジニアリ

ング㈱の職員が出向ないしは兼務していると思

われます。興味深いことに、将来は熱供給とか

CO₂供給(植物工場)などにも取り組みたい旨、ホ

ームページに書かれていますが。 
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③ かけがわ報徳パワー 

最後に「かけがわ報徳パワー㈱」です。ここ

は自治体電力らしい会社です。趣旨を見ると

「地域課題解決事業を展開」と書かれていて、

将来は電力小売り事業で得た利益を元に、高齢

者問題や交通問題などの地域課題に取り組むよ

うな事業を展開していきたいという志向性が伺

えます。掛川市などはかけがわ報徳パワー㈱の

将来像として「掛川版シュタットベルゲ」を目

指すといっています。ちなみに「シュタットベ

ルゲ」というのはドイツの自治体が経営に参

画・関与している「都市公社」のことで、水

道、電力、熱供給、公共交通などを運営してい

ます。日本の自治体公社と違って経営力が高

く、民間企業と互角に市場競争ができるパフォ

ーマンスをあげているものが多いです。さて、

かけがわ報徳パワー㈱の資本金は 2990 万円で、

うち掛川市は約 30％の 1000 万円を出資してい

ます。地域企業の中遠環境保全㈱が 10％、掛川

市の海岸沿いに風力発電施設を展開している日

本風力開発㈱が同じく 10％、有名なパシフィッ

ク・コンサルタント㈱というコンサルタント会

社が設立した新電力のパシフィック・パワー㈱

が 10％、NEC キャピタルソリューション㈱が

4％等々です。おそらく、日本風力開発㈱が電気

調達を、パシフィック・パワー㈱が需給調整業

務を、中遠環境保全㈱が料金請求収集業務を、

NEC キャピタルソリューション㈱が施設・設備

のリースを担うのでしょう。いいかえれば、各

社はそれらの業務から出資に見合った利益を期

待しているのでしょう。実は私が理事をしてい

る NPO 法人アースライフネットワーク（県知事

から「静岡県地球温暖化防止活動推進センタ

ー」に指定されている）も 100 万円出資してい

ます。社長は市の理事兼協働環境部長職員の栗

田さんという方です。副社長がパシフィック・

パワー㈱の牟田さんで、本社は中遠環境保全㈱

の本社内にあるというのがポイントかもしれま

せん。出資比率を見ても、「地域内外の民間企業

をバランスよく配置し活用しよう」という掛川

市の意図がよくわかります。また、どうふうに

ルール化しているのかわからないのですが、「利

益は出資者には配分せず、コミュニティビジネ

スの創生に充てる」とホームページに書かれて

います。具体的には省エネ事業とか、高齢者支

援とか、カーシェアリングとかに充て、掛川版

シュタットベルゲめざすと。もし本当にそうな

ら、約半分の株主は地域外の企業ですが、利益

は株主配当として地域外に流失することはなく

なります。自治体電力としては望ましい経営方

針だと思います。調達電源は、地域の再エネ電

12



 

源である市内公共施設 5 基の太陽光発電と沿岸

部の 6 基の風力発電施設などで、供給先は公共

施設(周辺市町も含む)と民間施設となっていま

す。当面は公共施設が中心でしょう。それくら

いの規模であれば、当面事業採算性は問題ない

し、CO₂排出係数も低く抑えられると思いま

す。 
最後に県内 3 つの自治体電力の現状をまとめ

て終わりたいと思います。①エネルギーの地産

地消については、地産地消率は 3 つの自治体電

力とも高いです。ただし、スマートエナジー磐

田㈱の場合、自前の火力を地産電源として使っ

ているという点に留意が必要です。②地域活性

化、地域の雇用を増やすという点では、浜松新

電力で 2 人の実雇用増が生まれています。地域

企業や自治体職員からの出向者が多い自治体電

力の中で、自社の実雇用を増やしたというのは

注目すべきです。逆にいえば、ここは他の 2 社

の課題です。③公共施設の電気料金の低減につ

ながってるかについては、他の自治体電力と同

じく、おそらくはつながっていません。主な電

気供給先である公共施設には、3 者とも経営安定

化のために随意契約により優遇価格で電力を買

い取ってもらっていると思います。もし競争入

札をすれば（CO₂排出係数などを加味しても）、

県庁に電気販売している鈴与商事㈱や丸紅新電

力㈱などの他の新電力が価格競争で勝つでしょ

う。④災害などのリスク対応の強化ですが、こ

れは先に述べましたとおり、自治体電力とは関

係ないです。⑤温室効果ガスの削減につながる

かという点では、県内 3 つの自治体電力は大手

の電力会社より CO₂排出係数が低く、その役割

を果たしているといえます。ただし、今後事業

規模を拡大していった段階でも再エネ電源から

の電気調達を増やすことによって CO₂排出係数

を低く抑え続けられるかは課題ですが。 
以上総じていえば、県内 3 つの自治体電力は

全国平均的な線よりもいいパフォーマンスなの

ではないかと思います。ただし、スマートエナ

ジー磐田㈱はおそらく今以上の事業規模の拡大

は志向していないでしょうし、㈱浜松新電力も

積極的ではないと思います。だとすると、先に

指摘したような自治体電力設立の趣旨を十分に

達成できないでしょう。それでは、「そもそもな

ぜ自治体電力を設立したのか」が問われること

なります。かけがわ報徳パワー㈱は掛川版シュ

タットベルゲを目指しているのですから、他分

野も含めて事業規模の拡大を志向していくので

しょうが、その際に絶対に必要なのは先に指摘

した「経営能力の強化」です。現在は出資者や

経営陣に地域外企業をバランスよく配置し、そ

の経営資源や経営能力を活用しようとしている
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ようですが、いずれ内部の人材で自律的な経営

ができるようにならなければ、大幅な事業拡大

や掛川版シュタットベルゲなど展望できませ

ん。 
当然のことではありますが、県内 3 つの自治

体電力はそれぞれに大きな課題に直面していま

す。今後の動向を注意深く見守っていきたいと

思います。 
以上で、私からのお話を終わらせていただき

ます。 
 

～プロフィール～ 
◯1975 年宮崎県生まれ。大阪市にて育つ。2004 
年、龍谷大学大学院社会学研究科社会 
福祉学専攻博士後期課程単位取得、同年から津市

立三重短期大学専任講師、助教授、准教授 
を経て 2013 年から教授。社会福祉士。 
◯三重県国民健康保険運営協議会委員、三重県行

政不服審査会委員、三重県障害者自立支援 
協議会会長、三重県障害者差別解消支援協議会会

長、四日市市市民協働促進委員会副委員 
長、松阪市地域包括ケア推進会議会長、松阪市民

病院在り方検討委員会副委員長、桑名市地 
域自立支援協議会会長、三重県社会福祉協議会活

動計画策定委員長、津市社会福祉協議会顧 
問など。 
◯日本医療総合研究所理事、自治体問題研究所理

事、総合社会福祉研究所理事、日本高齢期 
運動サポートセンター理事、日本医療福祉政策学

 
 
 
 
 

会副会長などを務めている。 
◯専攻は社会保障論・地域医療論・地域福祉論。 
◯第 189 国会  参議院厚生労働委員会参考人

（2015 年 5 月、医療保険制度改革関連法案 
審議）。 
◯著書①『新たな国保のしくみと財政』2017 年、

②『いま地域医療で何が起きているの 
か』2018 年、③『地域の病院は命の砦〜地域医療

をつくる政策と行動〜』2020 年など 
 

こんにちは。 
ご紹介いただいたように、アンケートだけでな

く、公立公的医療機関がどのような課題を抱えて

いるのか?地域医療において自治体病院がどのよ

うな役割を果たしていけるか?についても触れて

いきたいと思います。 
今日話していくことのポイントは三つ、（１）公

立・公的医療機関に共通する課題・問題点、（２）

市立湖西病院アンケート調査結果から言えるこ

と、（３）地域医療において自治体病院が果たして

 
 
 
 

 
 

 
 
2021 年 5 月 8 日に静岡自治労連と西部地域の医療を守る会開催された「湖西病院住民アンケート結果

報告集会」の報告要旨です。 
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いくべき役割をお話しします。 
 

1. 「地域医療を守り、湖西病院をよくするためのア

ンケート」に触れて 

⑴  アンケートの特徴 
それではアンケート結果について触れていき

ます。このアンケート回収率が 30％超えて非常に

高いです。このような調査では 2 割を越えれば十

分ということが多いので、今回多くの方に回答い

ただいているということがわかります。この間の

地域医療に関する期待もありますし、市民の方の

不安感も反映しているかもしれませんが、それで

も地元の病院に対する期待が非常に高いと言え

ると思います。 
回答者は市内のすべての中学校区の地域から

回答いただいているということと、医療に関する

アンケートは特に年齢が高い層が回答いただく

ということが多いです。一般市民向けのアンケー

トだと必ずそうなります。お勤めの方も多いと思

いますが、仕事をして疲れて家に着いてアンケー

トに答えるかと言えばなかなか答えないかもし

れませんが、答える時間がある方は答えていただ

けます。それと病院を利用する方、年齢が高い方

が関心を持て応えていただいているのでありが

たい結果かなと思います。 

 
⑵ 医療機関 
月に医療機関を 9 割の方が利用しており、利用

している人が答えていることが特徴です。 
医療費の支払いが心配で医療を控えていると

答えた方が、仕事をしていて病院に行く暇がない

とか、市民の声をここから見て取ることができま

す。 

地域医療でよくあるのは、病院の入り口で配る

アンケート、それは病院に来た人のアンケートな

ので、これは行きたくてもいけないという人、市

民が仕事とか生活とかいろいろの面を持ってい

るので受診できないという実態も出てきている

と思います。受診できないということは潜在化し

がちなので、それをどうオープンにしていけるか

は大事な課題と思います。 

 
日常的にふだんからの行動が大事になるわけ

ですけど、行政や社会福祉協議会が出す情報で資

料提供を行うなど、常日頃からそれをしていくこ

とが大事です。医療機関と地域住民が話し合う場

をいろんなチャンネルでつくっていくこと、話題

を増やしていくことで結果として医療に関する

理解、それだけではなく介護や福祉に関する理解

が広がっていきます。その副産物として医療従事

者の負担も軽減されていくことになります。面倒

なことかもしれませんが、実は大事なことで結果

かすぐ現れることかなと思います。こういう工夫

を進めていくことが大事です。 
次に不足していると感じている診療科では、産

婦人科化が最も多く 60%を越えています。これは

湖西だけではなく、産婦人科医が足りないという

状況により全国で産婦人科の再編集約がされて

います。湖西病院に対する認識がどのくらいかと

いうことがわかってくると思います。 
どこの地域でも最初に再編集約されるのは産

婦人科が多く、その後様々なところが集約されて

いくわけで、その始まりがすでに起きていますよ

と言うこと。そして病院も再編集約されていくと

いう流れが全国でもあります。 
その地域の拠点都市にしか病院がなくなる状

況になりますので、産婦人科は仕方ないなと思っ
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ている対岸の火事ではいけないかなと思います。

自治体の担当者も相当の危機感を持っている

方々も多いです。それは病院関係者だけではあり

ません。 

 
⑶ 診療状況から 
湖西病院を受診したことがあるとした人は 8割

を超えているという意味で大事な結果が得られ

ていると思いますし、「近いから利用」「公立病院

だから利用」もいるということもよくわかります。

アクセス面では場所が影響して車の利用が多い

のがわかります。 
力を入れてほしいことでは、「専門医療の充実」

「夜間・休日など救急医療体制の充実」が示され

ていると思います。市民からすれば同じ病院です

べて対応できるようにあってほしいのが声なの

ですが、まだ地域医療に対する理解が進んでいな

いから何でもかんでも当てほしいとなってしま

います。しかし病院のサイズだとか規模に応じて、

従事者の数とか体制に応じて、ある程度地域です

みわけをしながらやっていかざるを得ないとこ

ろもあります。その中で認識のすり合わせが大事

になってきます。 
その中で産婦人科の確保や職員の確保、市民の

中でもそういう認識が深まっています。実は 4,5
年前のアンケートでは職員の確保のパーセンテ

ージは少なく、今人が足りないという認識はコロ

ナのおかげと言うと語弊がありますが、かなり認

識が深まってきているのではと思います。コロナ

禍でとったアンケートで注目されているのはこ

の点です。昨年 11月にされたアンケートですが、

いまアンケートを実施するともっと多くなるの

ではないかと。それくらい職員が大変だという認

識は広がっています。 

 
 

⑷ 湖西病院のこれから 
湖西病院も再編統合の対象ということで、国か

ら挙げられていましたが、「再編統合すべきでな

い」という声や「地域医療が後退しないようにし

てほしい」の声が多いということで、7 割が、地

域医療が後退する公立・公的病院の再編統合に反

対を言っています。地域医療の提供体制を望むが

7 割を超えることは特筆すべきです。声を受け止

めながら「どのくらい応えることができるか」「何

をすべきか」という論の組み立てをしていくこと

が必要です。 

 
市民の税金をどう使うか、公立・公的病院を充

実すべきだ、経営努力を強めるべきだと言う声が
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寄せられています。 
コロナ感染者の受け入れに関しては、「受け入

れるべき」68％、国の対策で支援が足りないが 6
割を超えています。「足りている」が 2.9％で「わ

からない」が 33％なので、ほとんどの人が足りな

いであって国の支援が必要と感じています。 
自由記入欄も108人の方書いて頂いているとい

うことで、たくさんの方がコメントしている大事

な部分かと思います。 

 
 
2. なぜ、４２４病院の名指しリストが公表されたの

か？ 

先度の資料に戻り、まずなぜ 424 病院が整理統

合のリストに加えられたのか認識を共有したい

と思います。 
このリストは 2 年前の 9 月、厚労省が公表しま

した。静岡県では 14 病院です。各自治体に公表

されたのは直前、三重県庁で言えば前日だという

ことです。静岡県でも地域医療調整会議が行われ

ていて、大きな病院や医師会の先生方が入ってや

ってきたことを一切加味せずに一方的に出して

きたものです。その後、全国では首長、議会、住

民から地方自治や住民自治を無視したものとい

う批判が相次ぎました。 
このリストをどうしてつくったかと言うと、二

つの基準をあげています。「診療実績が特に少な

い」「類似かつ近接」という基準に該当すればリス

トに挙げますということです。人口の少ない地域

の病院は、もともとすべての診療科を備え機能さ

せているわけではありません。したがって開いて

いない診療科があります。それが、診療実績が少

ないことにつながるわけです。 
「類似かつ近接」といううち、「近接」は自動車

での移動時間 20 分を基準としています。これは

高速を使った場合も含みます。隣の病院まで20分

で到達すれば再編統合しなさいということ。静岡

県は暖かいところなので積雪等はあまり関係な

いのですが、東北・北海道では冬場の気象条件は

全く加味されないということで決めています。 
「類似」は、需給バランス等地域の事情は勘案

しないということ。例えば類似の病院が二つあっ

て A 病院では産婦人科やりますよ、B 病院ではそ

れがない代わりに他の診療科やりますよという

のが考慮されないということです。近くにあった

り似たような規模であれば、それはいっしょにな

りなさいというのが「類似」ということです。そ

れまで地域でバランスとってきたことは踏まえ

ないということです。 
 
公表は強制ではないとしながらも、経済財政諮

問会議や骨太方針に従属したかたちで出されて

います。ということは、内閣の中心部分から出て

きたものと考えていいと思います。 
結果として自治体や議会を軽視したものです

し、国による方針の徹底を図りたいとして出され

たもの。地方統制の強化が進んでいることが見て

取れます。自治体の自治というのは独自の裁量が

あるということですが、それを狭めて住民のため

というよりも国のコントロールを効かせること

がこの間強くなっています。福祉・介護も同じ手

法で行われています。 
感染症病床について少しだけお話しさせてい

ただくと、感染症対策、それを担ってきたのは公

立・公的病院ですが、80 年あたりから公的医療費
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削減策が行われて感染病床が劇的に削減されて

きました。2019 年 4 月現在で感染病床を持って

いる病院は 367 病院、そのうち 34６は公立・公

的病院です。だから公立・公的病院の役割はとて

も大事ですが、この集約再編を加速させたところ

にコロナが来ています。感染症対策がままならな

い中でコロナが蔓延しています。 
うち 95 病院は大規模水害で浸水が想定される

地域にあり、うち 50 病院は 2 から 3 メーターの

ところにあります。その立地にもよく考える必要

があります。なぜこのようになるかというと厚労

省の基準がないからです。厚労省の基準はベッド

など中身についてはありますが、実はどこに建て

るかの基準はなくて、なので公立・公的病院は大

きいのに浸水してしまう地域に建てられてしま

うわけです。 
 

3. 地域医療構想は病床削減にとどまらない 

2016 年に都道府県で策定された計画がありま

す。それを地域医療構想と言います。2025 年の医

療供給体制のあるべき姿を描いたものです。各病

院ごとに入院できるベッド数を決めたわけです。

二次医療圏ごとに地域医療構想区域というもの

を定め、調整会議を行って合意形成をしたという

ことです。この構想によって各地域は縛られてお

り、病床を増やしたりということはできなくて、

むしろ 2025 年というところがミソで、これから

人口が減っているからベッド数は少なくていい

んじゃないかという数値が出るようなソフトを

使って減らしていっています。東京都かごく一部

の地域を除いて必ずベッド数を減らさないとい

けない数字が出るようになっています。ですから

静岡県も減らさないといけないです。 
しかし先ほども述べたように調整会議で地域

の代表入って行った会議では、あまり減りません

でした。このままだと経済財政諮問会議や骨太方

針で行った場合、地域で出ている数字と内閣で出

ている数字で、病院のベッド数が減らないという

ことに。減らないからまずいということで 2019
年、先ほど述べたように厚労省は再編統合のリス

トを発表しました。このままでは減らないから減

すために出したということです。だから名指しを

して早く再編統合しなさいという強制を発動し

たことになります。これが地域医療構想と先ほど

示した 424 の再編統合リストの関係性です。その

後コロナが来てどうなっているかはあとで述べ

たいと思います。 
地域医療構想の 2025 年の「必要病床数」は、

それに見合った医師の数、看護師の数を推計する

仕組みに連動しています。当然のことながらベッ

ド数が減るというどこの地域でも推計が出ます

から、それに応じた従事者でいいですよという話

になります。だから職員もこれから減らせいう中

身が出ます。ここがポイントです。だから各地域

で入院ができなくなる、ベッド数が減るという中

身にとどまらないということです。職員体制を充

実させてほしいという住民の声がある一方、これ

を粛々と進めてくと職員体制をさらにコンパク

トにすることにつながります。 
これは公立公的病院だけでなく民間病院にも

連動しているので、すべての医療機関に対してベ

ッド数の削減だけでなく職員体制もしぼるとい

うことを言っています。 
そして地域医療構想は、医師偏在対策、医療従

事者の働き方改革と連動して「三位一体改革」と

して進行しています。全部触れると時間がありま

せんが、そもそも医師数が足りないという基本が

あります。ところがそのことを認めないので、常

に長時間労働を強いていますし薄氷の提供体制

となっています。政府は本質的な問題を認めてお

らず、医師を増やさずベッド数を減らすことに終

始しています。 
 

4. 公的医療費抑制策の動向 

ではなぜ医師を増やさずベッド数を減すこと

にとどまっているかと言えば、1980 年代から公的

医療費抑制政策、医療に対して国が出すお金を抑

える政策がとられているからです。今、大方の人

は 3 割の自己負担ですが、なぜ 3 割かと言えば根

拠がありません。1 割にも 2 割にも負担を下げれ

ば、医療費は長期的にわたりコントロールできる

ことになります。ベッド数を減らすのもその計画
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の中にあります。 
この間始まっているのは、都道府県に医療費抑

制の役割、静岡県にはその抑制の管制塔の役割を

担わせています。2018 年から特に強化されて、地

域医療構想も県がコントロールしています。だか

ら市町村というよりも県に対して要請や共感を

広げる懇談が必要になります。これは公的医療保

険の方もそうで、2018 年から静岡県が国保の保険

者に加わっていますので、県の役割か本当に大事

です。 
今述べてきたことを違う言い方で言えば、需要

と供給の二側面から、県が医療費のコントロール

をめざしています。実際の需要に対して供給は地

域医療構想のこと、ベッド数などをどう供給する

か、医療費も県がコントロールをしているので、

病院にいると直接は実感しないかもしれません

が、実際はそれを県が担っているということです。

医療従事者の方も市民の方も 201８年度からそう

なっていたんだということを頭の片隅において

いただきたいと思います。 
そして都道府県ごとの地域差、市町村ごとの地

域差を利用して医療費を抑えようとしています。

静岡県の隣の長野県が全国でいちばん医療費が

少ないのですが、長野県めざして医療費を下げな

さいと、静岡県内ですといちばん少ない自治体に

合わせていきなさいという計画が進んでいます。 
 

5. 地域の医療保障・介護保障をつくる視点 

これに対してどういう視点を持つかというこ

とです。今政策として「川上から川下へ」「入院か

ら在宅へ」「医療から介護へ、介護から地域へ」と

いう方向です。言い換えると病院のベッド数を減

らして地域に行ってください、患者利用者さんは

できれば地域へ行ってくださいというのが今の

政策です。みなさんご存じの通り、在宅でしてく

ださいと言っても、その体制があって初めて移行

できます。在宅のサービスが十全かというとそう

ではありません。受け皿があって初めて実現でき

るもので、今の政策はいち方向しかとらえていま

せん。 
ただし「地域包括ケア」というものがあり、そ

れは医療、介護、地域と自由に行き来できること

を前提としたシステムですが、今の政策では一方

通行でしか考えていないということが問題だと

考えます。 
したがって病院を減らせとすれば、住民の人た

ちが困るわけで、それが各地域で起きているとい

うのが今の問題です。地域の状況、在宅の状況を

踏まえで、地域から運動していくということが求

められています。 
地域医療を考えると、医療と介護を分断するこ

となくトータルにとらえる重要性が以前より増

しています。医療現場の人がたいへんだな、介護

現場の人は大変だなという対岸の火事的な考え

では、事態をどんどん悪くしていきます。 
地域で医療介護をつくるで言えば、今回のアン

ケートは地域の医療ニーズを把握していく取り

組みです。それが大事になっていると思います。 
 

6. 病院は地域経済、地域の雇用の拠点でもある 

7 番はあとから触れるとして 8 番、湖西病院も

そうなのですが、病院というのは地域の雇用の重

要な拠点なんです。したがって 10 年前の「厚生

労働白書」に書いてある通り、地域経済にたいへ

ん貢献します。したがって病院をなくしたり、病

院の規模を小さくするということは、地域経済に

たいへんな影響を及ぼします。これは地方ほどそ

う、人口が少ないところほど影響が大きいです。

これは学校がなくなるというレベルではないの

で、その視点を持つことが大事です。 
そして地域包括ケア

をつくっていくために

は病院が必要です。そ

して在宅医療や在宅介

護も含めて影響を及ぼ

すので、そこも含めト

ータルに考えていく必

要があることを申し上

げまして終わっていき

たいと思います。 
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